
新旧対比表 みずほダイレクト規定 

条番号 変更前 変更後 

 

第 16条 

規定の準用 

 

１．本規定に定めのない事項については、

当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ

振込規定、みずほ総合口座取引規定、み

ずほ総合口座（社員口）規定、みずほキ

ャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金規定、

みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期

預金規定、みずほ期日指定定期預金規

定、預金口座振替規定、みずほ外貨普通

預金規定、みずほ外貨定期預金規定、み

ずほ当座勘定規定、個人ローン規定書お

よびカードローン（無担保）規定書に記載

のある規定、みずほマイレージクラブ規定、

投資信託総合取引規定、投資信託受益

権振替決済口座管理規定、投資信託保

護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金

口座振替規定、各累積投資銘柄の収益

分配金再投資契約規定、宝くじラッキーラ

イン規定、みずほグローバル口座規定等に

従います。 

 

 

１．本規定に定めのない事項については、

当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ

振込規定、みずほ総合口座取引規定、み

ずほ総合口座（社員口）規定、みずほキ

ャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金規定、

みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期

預金規定、みずほ期日指定定期預金規

定、預金口座振替規定、みずほ外貨普通

預金規定、みずほ外貨定期預金規定、み

ずほ当座勘定規定、個人ローン規定書お

よびカードローン（無担保）規定書に記載

のある規定、みずほマイレージクラブ規定、

投資信託総合取引規定、投資信託受益

権振替決済口座管理規定、投資信託保

護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金

口座振替規定、各累積投資銘柄の収益

分配金再投資契約規定、みずほグローバ

ル口座規定等に従います。 

基準日 （2026年 4月 14 日現在） （2026年７月 19日現在） 

 


